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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　建築部材を保管するときに該建築部材を覆うためのカバー部材を備える建築部材用保護
カバーであって、
　前記カバー部材は透湿性及び防水性を有し、
　前記建築部材はユニット建物を構成する建物ユニットであり、前記カバー部材の前記建
物ユニットの上部に対応する部分には前記カバー部材の防水性能を向上させるための防水
部材が設けられており、
　前記防水部材は、その各側面部の下端がカバー部材に縫い付けられることにより、前記
カバー部材に固定されていることを特徴とする建築部材用保護カバー。
【請求項２】
　前記防水部材は、織布に合成樹脂をコーティングして形成されていることを特徴とする
請求項１に記載の建築部材用保護カバー。
【請求項３】
　前記カバー部材と前記防水部材との縫合部分には、その外方からテープ部材が貼り付け
られていることを特徴とする請求項１又は２に記載の建築部材用保護カバー。
【請求項４】
　前記カバー部材の前記建物ユニットの各角部に対応する部分における内面には該部分を
補強するための補強部材が設けられていることを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１
項に記載の建築部材用保護カバー。
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【請求項５】
　前記補強部材は、前記カバー部材の各隅部に沿って上下に伸びる矩形状をなしているこ
とを特徴とする請求項４に記載の建築部材用保護カバー。
【請求項６】
　前記補強部材は、織布に合成樹脂をコーティングすることにより、又は繊維に合成樹脂
をコーティングすることにより形成されていることを特徴とする請求項４又は５に記載の
建築部材用保護カバー。
【請求項７】
　前記カバー部材には該カバー部材を前記建物ユニットに固定するための固定具が取り付
けられており、前記カバー部材の前記固定具の取付部分には該取付部分を補強するための
補強部材が設けられていることを特徴とする請求項１乃至６のいずれか１項に記載の建築
部材用保護カバー。
【請求項８】
　ユニット建物を構成する建物ユニットを保管する方法であって、請求項１乃至７のいず
れか１項に記載の建築部材用保護カバーにより前記建物ユニットを覆うことを特徴とする
建物ユニットの保管方法。
【請求項９】
　ユニット建物を再築する方法であって、前記ユニット建物を構成する複数の建物ユニッ
トを互いに分離することにより前記ユニット建物を分解した後、該ユニット建物の再築作
業が開始するまでの間、請求項１乃至７のいずれか１項に記載の建築部材用保護カバーを
前記各建物ユニットに被せることにより該各建物ユニットを保管することを特徴とするユ
ニット建物の再築方法。
【請求項１０】
　建築部材としての建物ユニットが、請求項１乃至７のいずれか１項に記載の建築部材用
保護カバーにより包装されていることを特徴とする包装品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えばユニット建物を構成する建物ユニットを屋外で保管するときに用いる
のに好適な建築部材用保護カバー、建物ユニットの保管方法、ユニット建物の再築方法及
び包装品に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般的に、例えばユニット建物を構成する複数個の建物ユニットはそれぞれ木製の板や
石膏ボード等のように吸湿性を有する部材で構成されているため、各建物ユニットを製造
工場から施工現場に輸送する際、各建物ユニットを例えば雨水から保護すべく防水性を有
する保護カバーが用いられている（例えば、特許文献１参照。）。
【０００３】
　しかしながら、この保護カバーは、各建物ユニットの輸送時に短期的に用いられるもの
であり、各建物ユニットが施工現場に到着したときに取り外されるので、各建物ユニット
の輸送中に保護カバーの内方に湿気がたとえ生じたとしても前記水蒸気の多くを各建物ユ
ニットの前記構成部材に吸収させることなく保護カバーの外方に排出することができるこ
とから、このような保護カバーに透湿性を確保することは考えられていない。
【０００４】
　このため、各建物ユニットを再利用すべくユニット建物から取り外した後工場で改修作
業が施されるまでの間屋外で保管するときに従来の保護カバーを用いた場合、例えば地面
から発生した湿気が保護カバー内にその下方から入ったとき、該湿気を保護カバーの外方
に排出することができず、建物ユニットを構成する部材に湿気が吸収され、該部材に反り
や膨れ等の変形が生じてしまう。特に、再利用される建物ユニットには汚れが付着してい
る場合があるため、湿気の吸収によりこの汚れにカビが発生してしまう。
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【０００５】
　そこで、保護カバーに透湿性を確保するために、保護カバーに開口を形成することが提
案されている（例えば、特許文献２参照。）。また、これとは別に、保管場所に換気装置
を設けることにより、保護カバー内を換気することが提案されている（例えば、特許文献
３参照。）。
【特許文献１】特開２００１－２０７５４５号（第３－４頁、図１）
【特許文献２】特開２００２－１２１８２６号（第５頁、図２）
【特許文献３】特開２００１－００２１７８号（第３－４頁、図１）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、開口が形成された保護カバーでは、開口が防水性を有する部材によって
塞がれていないため、開口を経て保護カバーの内方に雨水が浸入する虞があり、防水性能
の低下を招く。
【０００７】
　また、保管場所に換気装置を設ける場合、該換気装置を作動させるための電源を保管場
所に設置することは困難であり、電源を保管場所にたとえ設置することができたとしても
換気装置を作動させるためのコストが掛かる。
【０００８】
　そこで、本発明の目的は、コストを掛けることなく防水性及び透湿性を確保することが
できる建築部材用保護カバー、建物ユニットの保管方法、ユニット建物の再築方法及び包
装品を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決するために、請求項１に記載の発明は、建築部材を保管するときに該建
築部材を覆うためのカバー部材を備える建築部材用保護カバーであって、前記カバー部材
は透湿性及び防水性を有し、前記建築部材はユニット建物を構成する建物ユニットであり
、前記カバー部材の前記建物ユニットの上部に対応する部分には前記カバー部材の防水性
能を向上させるための防水部材が設けられており、前記防水部材は、その各側面部の下端
がカバー部材に縫い付けられることにより、前記カバー部材に固定されていることを特徴
とする。
【００１０】
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の発明において、前記防水部材は、織布に合
成樹脂をコーティングして形成されていることを特徴とする。
　請求項３に記載の発明は、請求項１又は２に記載の発明において、前記カバー部材と前
記防水部材との縫合部分には、その外方からテープ部材が貼り付けられていることを特徴
とする。
【００１１】
　請求項４に記載の発明は、請求項１乃至３のいずれか１項に記載の発明において、前記
カバー部材の前記建物ユニットの各角部に対応する部分における内面には該部分を補強す
るための補強部材が設けられていることを特徴とする。
　請求項５に記載の発明は、請求項４に記載の発明において、前記補強部材は、前記カバ
ー部材の各隅部に沿って上下に伸びる矩形状をなしていることを特徴とする。
　請求項６に記載の発明は、請求項４又は５に記載の発明において、前記補強部材は、織
布に合成樹脂をコーティングすることにより、又は繊維に合成樹脂をコーティングするこ
とにより形成されていることを特徴とする。
【００１２】
　請求項７に記載の発明は、請求項１乃至６のいずれか１項に記載の発明において、前記
カバー部材には該カバー部材を前記建物ユニットに固定するための固定具が取り付けられ
ており、前記カバー部材の前記固定具の取付部分には該取付部分を補強するための補強部
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材が設けられていることを特徴とする。
【００１３】
　請求項８に記載の発明は、ユニット建物を構成する建物ユニットを保管する方法であっ
て、請求項１乃至７のいずれか１項に記載の建築部材用保護カバーにより前記建物ユニッ
トを覆うことを特徴とする。
【００１４】
　請求項９に記載の発明は、ユニット建物を再築する方法であって、前記ユニット建物を
構成する複数の建物ユニットを互いに分離することにより前記ユニット建物を分解した後
、該ユニット建物の再築作業が開始するまでの間、請求項１乃至７のいずれか１項に記載
の建築部材用保護カバーを前記各建物ユニットに被せることにより該各建物ユニットを保
管することを特徴とする。
【００１５】
　請求項１０に記載の発明は、建築部材としての建物ユニットが、請求項１乃至７のいず
れか１項に記載の建築部材用保護カバーにより包装されていることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１６】
　請求項１～７に記載の発明によれば、カバー部材が透湿性及び防水性を有することから
、建築部材をカバー部材で覆うことにより建築部材を例えば雨水から保護することができ
且つ建築部材を覆うカバー部材の内方に湿気が発生した場合でも該湿気をカバー部材の外
方に排出することができる。
【００１７】
　これにより、各建物ユニットを再利用すべくユニット建物から取り外した後工場で改修
作業が施されるまでの間屋外で保管する場合に、カバー部材の内方に湿気が発生した場合
でも、該湿気をカバー部材の外方に排出することができるので、建物ユニットを構成する
部材に湿気が吸収されることによる該部材の反りや膨れ等の変形を確実に防止することが
できる。従って、湿気の吸収による建物ユニットに付着した汚れからのカビの発生を確実
に防止することができる。
【００１８】
　また、保管場所に従来のような換気装置を設ける必要はないので、換気装置を作動させ
ることによるコストの発生を確実に防止することができる。
【００１９】
　さらに、建築部材はユニット建物を構成する建物ユニットであり、カバー部材の建物ユ
ニットの上部に対応する部分にカバー部材の防水性能を向上させるための防水部材が設け
られていることから、防水部材の防水作用により、建物ユニットを覆った状態で雨水を特
に受け易いカバー部材の前記部分からカバー部材の内方に雨水が浸透することをより確実
に防止することができる。
【００２０】
　特に、請求項４に記載の発明によれば、カバー部材の建物ユニットの各角部に対応する
部分における内面に該部分を補強するための補強部材が設けられていることから、補強部
材の補強作用により、カバー部材に建物ユニットの各角部が引っ掛かることによるカバー
部材の破れをより確実に防止することができる。
【００２１】
　特に、請求項７に記載の発明によれば、カバー部材に該カバー部材を建物ユニットに固
定するための固定具が取り付けられていることから、例えば強風によりカバー部材が建物
ユニットから取り外されることを、防止することができる。また、カバー部材の固定具の
取付部分に該取付部分を補強するための補強部材が設けられていることから、カバー部材
を固定具により建物ユニットに固定するときや強風によりカバー部材があおられたとき等
に固定具が引っ張られたとき、補強部材の補強作用により、固定具からカバー部材に作用
する引張り力によるカバー部材の破れをより確実に防止することができる。
【００２２】
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　請求項８に記載の発明によれば、ユニット建物を構成する建物ユニットを保管する際、
上記した建築部材用保護カバーにより建物ユニットを覆うことにより、建築部材を屋外で
保管する場合でも、建築部材を例えば雨水から保護することができ且つカバー部材の内方
に発生した湿気をカバー部材の外方に排出することができる。
【００２３】
　請求項９に記載の発明によれば、ユニット建物を構成する複数の建物ユニットを互いに
分離することによりユニット建物を分解した後、該ユニット建物の再築作業が開始するま
での間、上記した建築部材用保護カバーを各建物ユニットに被せることにより該各建物ユ
ニットを保管することによって、各建物ユニットを屋外で保管する場合でも、各建物ユニ
ットを例えば雨水から保護することができ且つカバー部材の内方に発生した湿気をカバー
部材の外方に排出することができる。
【００２４】
　請求項１０に記載の発明によれば、建築部材としての建物ユニットが、上記した建築部
材用保護カバーにより包装されていることから、例えば建築部材を屋外で保管した場合で
も、建築部材を例えば雨水から保護することができ且つカバー部材の内方に発生した湿気
をカバー部材の外方に排出することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２５】
　本発明を図示の実施例に沿って説明する。
【実施例】
【００２６】
　図１は、再利用される建物ユニット１１を屋外で保管するときに用いられる保護カバー
１０に本発明を適用した例を示す。
【００２７】
　建物ユニット１１は、従来よく知られているように、他の複数の建物ユニットと共同し
て図示しないユニット建物を構成する箱状の建築部材であり、図示の例では、四つの周壁
１２と、該周壁上に配置された屋根１３とを有する。
【００２８】
　保護カバー１０は、建物ユニット１１を覆うカバー部材１４を備える。カバー部材１４
は、図示の例では、ポリエチレン製の繊維からなる不織布で形成されている。不織布は、
従来よく知られているように、複数の繊維を互いに織り合わせることにより形成された織
布とは異なり、互いに並べて重ねた複数の繊維に熱や水等により圧力を掛けて各繊維を互
いに結合することによって形成された布である。前記ポリエチレン製の繊維は、図示の例
では、水蒸気の分子よりも大きく雨滴等の水滴よりも小さい間隔で互いに結合されている
。これにより、カバー部材１４は、水蒸気の透過を許し且つ液体である水の透過を阻止す
る。すなわち、カバー部材１４には、透湿性及び防水性が確保されている。
【００２９】
　カバー部材１４は、図１及び図２に示すように、建物ユニット１１の屋根１３を覆うよ
うに配置され、ほぼ矩形状をなすシート状の頂部１５と、該頂部の各縁部１５ａから下方
に伸び、それぞれが建物ユニット１１の各周壁１２を覆うように配置される四つのシート
状の側部１６とを有し、全体的に、下方へ開放する箱状をなしている。
【００３０】
　カバー部材１４の建物ユニット１１の上部１１ａに対応する部分すなわちカバー部材１
４の上部１４ａには、図１に示すように、該上部の防水性能を向上させるための防水部材
１７が設けられている。
【００３１】
　防水部材１７は、図示の例では、ポリエチレン製の織布にポリエチレン及び塩化ビニル
等の合成樹脂をコーティングすることにより形成されたシート部材からなり、頂部１５を
全体的に覆うように該頂部上に配置された矩形状の頂面部１８と、該頂面部の縁部から各
側部１６に沿ってカバー部材１４の下方へ伸び、該各側部１６の上部１６ａを覆う矩形状
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の側面部１９とを有する。頂面部１８及び側面部１９は、図示の例では、互いに一体に形
成されている。防水部材１７は、その各側面部１９の先端すなわち下端１９ａがカバー部
材１４に糸により縫い付けられることにより、該カバー部材に固定されている。カバー部
材１４及び防水部材１７間の縫合部分には、カバー部材１４の外方から図示しないテープ
部材が貼り付けられている。前記テープ部材は、例えば基材がポリエチレン製の不織布か
らなり接着面がブチルゴムからなるテープ部材のように、止水性及び耐候性を有するデー
プ部材で構成されている。
【００３２】
　また、カバー部材１４の建物ユニット１１の各周壁１２で規定される四つの角部２１に
対応する部分すなわちカバー部材１４の各側部１６で規定される隅部２２には、それぞれ
該各隅部を補強するための補強部材２３が設けられている。
【００３３】
　各補強部材２３は、図示の例では、防水部材１７と同様に形成されたシート部材、又は
、該シート部材に代えてポリアリレート繊維及びＰＢＯ繊維等にポリエチレン及び塩化ビ
ニル等の合成樹脂をコーティングすることに形成されたシート部材からなり、各隅部２２
に沿って上下に伸びる矩形状をなしている。各補強部材２３は、カバー部材１４の各隅部
２２にカバー部材１４の内方から取り付けられており、図示の例では、それぞれの両縁部
２３ａが各隅部２２を規定する各側部１６に糸により縫合されることにより各隅部２２に
取り付けられている。カバー部材１４及び補強部材２３間の縫合部分には、カバー部材１
４の外方から前記したテープ部材が貼り付けられている。
【００３４】
　更に、カバー部材１４には、該カバー部材を建物ユニット１１に固定するための固定具
２４が取り付けられている。固定具２４は、図示の例では、複数の紐２５で構成されてお
り、それぞれカバー部材１４の各側部１６の下部１６ｂに各側部１６の幅方向に沿って互
いに所定の間隔をおいて取り付けられている。各紐２５は、図２に示すように、該各紐が
取り付けられた側部１６に向かい合う側部１６に対応する位置で取り付けられた紐２５と
結ばれることにより、カバー部材１４を建物ユニット１１に固定している。
【００３５】
　カバー部材１４への各紐２５の取付部分には、図１に示すように、それぞれ該取付部分
を補強するための補強部材２６が設けられている。各補強部材２６は、図示の例では、防
水部材１７及び前記した各補強部材２３と同様に形成されたシート部材からなり、カバー
部材１４の各側部１６の下部１６ｂに各側部１６の幅方向に沿って伸びる矩形状をなして
いる。各補強部材２６は、それぞれ各側部１６の下部１６ｂにカバー部材１４の外方から
取り付けられており、図示の例では、それぞれの両縁部２６ａが各側部１６の下部１６ｂ
に糸により縫合されることにより各側部１６に取り付けられている。各側部１６及び補強
部材２６間の縫合部分には、カバー部材１４の外方から前記したテープ部材が貼り付けら
れている。
【００３６】
　複数の建物ユニット１１により構成された前記ユニット建物を再築する際、先ず、各建
物ユニット１１を互いに分離することにより前記ユニット建物を分解し、該ユニット建物
の再築作業が開始するまでの間、各建物ユニット１１を屋外で保管する。このとき、カバ
ー本体１４を各建物ユニット１１に装着する。
【００３７】
　カバー部材１４を建物ユニット１１に装着する際、カバー部材１４の頂部１５が建物ユ
ニット１１の屋根１３を覆い且つ各側部１６が建物ユニット１１の各周壁１２を覆うよう
に、カバー部材１４を建物ユニット１１に被せる。次に、各側部１６の下部１６ｂに取り
付けられた各紐２５を該各紐が取り付けられた側部１６に対向する側部１６に対応する位
置で取り付けられた紐２５に結ぶ。これにより、カバー部材１４が建物ユニット１１に固
定される。続いて、図２に示すように、建物ユニット１１にカバー部材１４上からロープ
２７を巻き付けることによりカバー部材１４を建物ユニット１４により確実に固定する。
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【００３８】
　その後、これらの包装品すなわちカバー本体１４により包装された各建物ユニット１１
を保管場所から前記ユニット建物の再築現場に搬送し、各建物ユニット１１を再築現場で
組み合わせることにより前記ユニット建物の再築が終了する。
【００３９】
　本実施例によれば、前記したように、カバー部材１４が透湿性及び防水性を有すること
から、建物ユニット１１をカバー部材１４で覆うことにより建物ユニット１１を例えば雨
水から保護することができ且つ建物ユニット１１を覆うカバー部材１４の内方に湿気が発
生した場合でも該湿気をカバー部材１４の外方に排出することができる。
【００４０】
　これにより、各建物ユニット１１を再利用すべく前記ユニット建物から取り外した後工
場で改修作業が施されるまでの間屋外で保管する場合に、カバー部材１４の内方に湿気が
発生した場合でも、該湿気をカバー部材１４の外方に排出することができるので、建物ユ
ニット１１を構成する部材に湿気が吸収されることによる該部材の反りや膨れ等の変形を
確実に防止することができる。
【００４１】
　従って、湿気の吸収による建物ユニット１１に付着した汚れからのカビの発生を確実に
防止することができる。
【００４２】
　また、保管場所に従来のような換気装置を設ける必要はないので、換気装置を作動させ
ることによるコストの発生を確実に防止することができる。
【００４３】
　また、前記したように、カバー部材１４がポリエチレン製であることから、カバー部材
１４に引張り力に対する強度を確保することができる。これにより、カバー部材１４に作
用する引張り力によるカバー部材１４の破れを確実に抑制することができる。
【００４４】
　更に、前記したように、カバー部材１４が水蒸気の通過を許し水の通過を阻止する不織
布からなることから、透湿性及び防水性を有するカバー部材１４を容易に形成することが
できる。
【００４５】
　また、前記したように、カバー部材１４の建物ユニット１１の上部１１ａに対応する上
部１４ａにカバー部材１４の防水性能を向上させるための防水部材１７が設けられている
ことから、建物ユニット１１を覆った状態で雨水を特に受け易いカバー部材１４の前記部
分からカバー部材１４の内方に雨水が浸透することをより確実に防止することができる。
【００４６】
　更に、前記したように、防水部材１７がポリエチレン製の織布に合成樹脂をコーティン
グすることにより形成されたシート部材であることから、防水機能に加えて引張り力に対
する強度を防水部材１７に容易に確保することができる。これにより、カバー部材１４の
建物ユニット１１の上部１１ａに対応する前記部分の強度をより高めることができる。
【００４７】
　また、前記したように、防水部材１７がカバー部材１４に糸により縫合されており、カ
バー部材１４及び防水部材１７間の縫合部分には、該縫合部分に止水性を確保するために
カバー部材１４の外方から前記テープ部材が貼り付けられていることから、防水部材１７
をカバー部材１４に縫合することにより該カバー部材に容易に取り付けることができ、ま
た、前記縫合部分に前記テープ部材を貼り付けることにより、前記縫合部分を経てカバー
部材１４の内方に水が浸入することを確実に防止することができる。
【００４８】
　更に、前記したように、カバー部材１４の各側部１６で規定される各隅部２２に、該各
隅部を補強するための補強部材２３が設けられていることから、補強部材２３の補強作用
により、カバー部材１４に建物ユニット１１の各角部２１が引っ掛かることによるカバー
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部材１４の破れをより確実に防止することができる。
【００４９】
　また、前記したように、補強部材２３がポリエチレン製の織布に合成樹脂をコーティン
グすることにより形成されたシート部材であることから、引張り力に対する強度に加えて
防水機能を補強部材２３に容易に確保することができる。これにより、カバー部材１４の
各隅部２２の防水性をより高めることができる。
【００５０】
　更に、前記したように、補強部材２３がカバー部材１４に糸により縫合されており、カ
バー部材１４及び補強部材２３間の縫合部分には、該縫合部分に止水性を確保するために
、カバー部材１４の外方から前記テープ部材が貼り付けられていることから、補強部材２
３をカバー部材１４に縫合することにより該カバー部材に容易に取り付けることができ、
また、前記縫合部分にテープ部材１４を貼り付けることにより、前記縫合部分を経てカバ
ー部材１４の内方に水が浸入することを確実に防止することができる。
【００５１】
　また、前記したように、カバー部材１４の各側部１６の下部１６ｂにカバー部材１４を
建物ユニット１１に固定するための固定具２４が取り付けられていることから、例えば強
風によりカバー部材１４が建物ユニット１１から取り外されることを、防止することがで
きる。また、カバー部材１４の各側部１６の下部１６ｂには、該下部を補強するための補
強部材２６が設けられていることから、カバー部材１４を固定具２４により建物ユニット
１１に固定するときや強風によりカバー部材１４があおられたとき等に固定具２４が引っ
張られたとき、補強部材２６の補強作用により、固定具２４からカバー部材１４に作用す
る引張り力による各側部１６の破れをより確実に防止することができる。
【００５２】
　更に、前記したように、補強部材２６がポリエチレン製の織布に合成樹脂をコーティン
グすることにより形成されたシート部材であることから、引張り力に対する強度に加えて
防水機能を補強部材２６に容易に確保することができる。これにより、カバー部材１４の
固定具２４の取付部分すなわち各側部１６の下部１６ｂの防水性をより高めることができ
る。
【００５３】
　また、前記したように、補強部材２６がカバー部材１４に糸により縫合されており、カ
バー部材１４及び補強部材２６間の縫合部分には、該縫合部分に止水性を確保するために
、カバー部材１４の外方から前記テープ部材が貼り付けられていることから、補強部材２
６をカバー部材１４に縫合することにより該カバー部材に容易に取り付けることができ、
また、前記縫合部分に前記テープ部材を貼り付けることにより、前記縫合部分を経てカバ
ー部材１４の内方に水が浸入することを確実に防止することができる。
【００５４】
　本実施例では、建物ユニット１１の屋根１３が傾斜した例を示したが、これに代えて、
平坦な屋根を有する建物ユニットを本発明に用いることができる。この場合、カバー部材
１４の建物ユニットの屋根を覆う頂部１５上に雨水等が溜まることを防止すべく、該頂部
の例えば中央部分を上方へ持ち上げるために、カバー部材１４の頂部１５と屋根との間に
持上げ部材を配置したり、建物ユニット１１の周囲に柱を立て又はワイヤーを張り柱又は
ワイヤーからカバー部材１４を頂部１５の中央部分で吊り下げたりすることができる。こ
れにより、頂部１５には、その中央部分から各縁部１５ａに向けて傾斜する傾斜面が形成
されるので、降雨時に雨水が頂部１５上に溜まることなく雨水をカバー部材１４の側方に
流すことができる。
【００５５】
　また、本実施例では、建物ユニット１１が屋根１３を有する例を示したが、屋根１３に
代えて天井を有する建物ユニットを本発明に適用することができる。
【００５６】
　更に、本実施例では、四つの周壁１２及び該周壁上に配置された屋根１３を有する建物
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ユニット１１を保護するための保護カバー１０に本発明を適用した例を示したが、これに
代えて、例えば柱及び梁からなる軸組式の建物ユニットや床パネル及び壁パネルからなる
パネル式の建物ユニットを保護するための保護カバーに本発明を適用することができる。
【００５７】
　また、本実施例では、再利用される建物ユニット１１を屋外で保管するときに用いられ
る保護カバー１０に本発明を適用した例を示したが、これに代えて、建物ユニット１１以
外の建築部材を保管する際に用いられる保護カバーに本発明を適用することができる。こ
の場合、カバー部材に防水部材１７及び補強部材２３，２６をそれぞれ建築部材の形状に
応じて設けることができる。
【図面の簡単な説明】
【００５８】
【図１】本発明に係る保護カバー及び建物ユニットを概略的に示す斜視図である。
【図２】本発明に係る建物ユニットが保護カバーにより覆われた状態を概略的に示す斜視
図である。
【符号の説明】
【００５９】
　１０　建築部材用保護カバー
　１１　建築部材（建物ユニット）
　１４　カバー部材
　１７　防水部材
　２３，２６　補強部材
　２４　固定具

【図１】 【図２】
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